
第２章 ごみ処理における現状と課題 

 
       Ⅰ ごみ処理の現状 

  
         １．ごみの発生量 
          

２．ごみ質 
          

３．焼却処理量 
          

４．資源ごみ収集量 
          

５．リサイクル率 
          

６．最終処分量 
          

７．ごみ処理経費 
          
         
 
       Ⅱ ごみ処理における課題 

 
         １．発生排出段階 
          

２．収集段階 
          

３．処理・処分段階 
           

⑴ 中間処理段階 
          ⑵ 最終処分段階 

 
４．ごみ処理コスト 
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３．焼却処理量 
 
  焼却処理量の推移を見ると、平成 13 年度からは分別収集変更に伴い、その他プ

ラスチックなどのごみを焼却することで処理量は増加しましたが、平成 15 年度の

129,712ｔをピークに近年は減少傾向を示しています。 

なお、平成 24 年度の焼却処理量は 116,007ｔであり、改正前の計画目標値

（106,000t/年）にはまだ達していません。 

 
 
 

 
 
 
焼却処理量の推移 

  H 元 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 

焼却処理量(t) 106,688 106,812 121,065 129,712 121,454 118,187 115,233 114,021 116,007 
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６．最終処分量 
 
  過去 10年間の最終処分量の推移を見ると、分別収集の変更を行った平成 13年度

からは、「リサイクルするプラスチック（容器包装プラスチック）」の資源化や焼却

灰のエコセメント化、「その他プラスチックなどのごみ」の焼却処理により減少し

てきましたが、近年は横ばいの状況です。 
なお、平成 24 年度の最終処分量は 17,900ｔであり、改正前の計画目標値（11,000

ｔ以下）には 6,900ｔ達していません。 
また、市内に最終処分場を確保することが困難な本市は、最終処分のほぼ全量を

市外の民間事業者に委ねております。 
   
  

 
最終処分量の推移 

  H元 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 

最終処分量(t) 35,587  33,520 25,087 18,598 19,237 18,270 17,733 17,307 17,900 

 
最終処分内訳 

  H 元 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 

圧縮ごみ(t) － － 6,221 1,281 1,449 1,572 1,482 1,175 1,169 

焼却灰(t) －  － 15,703 14,383 14,656 14,287 13,915 13,772 14,702 

資源残渣(t) － － 3,162 2,933 3,132 2,411 2,336 2,361 2,029 

※平成元年度、平成 5 年度は集計方法が異なるため、未掲載としました。 
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Ⅱ ごみ処理における課題 
 
資源循環型社会の構築に向け、ごみの排出を抑制し、適正な循環的利用を促進する

ためには、市民・事業者・市が適切な役割分担により、それぞれが積極的な取り組み

を図ることが必要です。 

取り組みについては、最初にごみの発生抑制（リデュース）、次に不用品の再使用

（リユース）、最後に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用（リサ

イクル）や熱回収としての利用を行い、それでもやむを得ず循環的利用が行われない

ものについては適正な処分を行うという３Ｒの考え方とその優先順位を念頭におく

ことが重要です。 

そのため、市からごみ処理の実態を正しく伝えながら、市民・事業者・市が、どの

ようにすれば発生抑制・再使用・再生利用につながるかといった情報を共有するとと

もに、それぞれの果たす役割を自覚し、行動することが求められています。 

 

「３Ｒ」とは、 

① Reduce(リデュース) ：〔発生抑制〕生産、流通、消費段階でごみの量を減らす 

② Reuse(リユース)   ：〔再 使 用〕くりかえし使う、修理して使う 

③ Recycle(リサイクル) ：〔再生利用〕できるものは材料やエネルギーとして再生

利用する 

 

 

１. 発生排出段階 

 
▽家庭系ごみ 
市民は、自らがごみの排出者であるという自覚をもち、自らのライフスタイルを見

直し、なるべくごみの排出をせず、再使用、再生利用に努めることが大切です。そし

て、ごみ問題に対する関心・理解を深め、資源循環型社会構築のための事業に積極的

に参加・協力することが求められています。 
市では、これまで家庭系ごみの排出抑制対策として、生ごみの自家処理を促進する

ための生ごみ処理容器購入費の補助、集団回収活動への支援、クリンクル協力店の認

定、クリンクル推進員の設置を行うとともに、ごみ処理施設見学会「ごみツアー」の

開催や広報・リサイクル通信およびパートナー講座等による多種多様な啓発事業など

を実施してきました。今後は、これらの施策をさらに充実させるとともに、新たな施

策の展開を図り、これまで以上にごみを極力出さないライフスタイルへの転換を促進

していくことが必要です。 
また、排出ごみの組成の状況を見ると資源化が可能なものが混入していることから、

分別の徹底を図る必要があります。 
▽事業系ごみ 
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事業者は、ごみの排出者として、その処理に責任があることを自覚し、自らの事業

活動内容を見直し、なるべくごみの排出をせず、再使用、再生利用することに努める

ことが大切です。そして、ごみ問題に対する関心・理解を深め、資源循環型社会構築

のための事業に積極的に参加・協力することが求められています。 

事業者に対する市の取り組みは、減量・資源化マニュアル等による啓発などを行う

とともに、ごみを多量に排出する事業者に対しては減量計画書の提出を求め指導を行

っています。 
事業系ごみの排出量は、ここ数年では減少が続いていますが、引き続き、事業者の

意識改革を促進するとともに、ごみ処理状況届出制度により排出実態を把握し、より

適切な指導にあたるなど、さらに、ごみの減量とリサイクルの促進を図っていく必要

があります。 
 

 

２. 収集段階 

 
収集段階での市の役割としては、処分および再生利用の方法に配慮し、ごみの種類

に応じて分別収集するなど適切な収集を行うこと、さらに、地勢および人口分布に応

じて効率的な収集を行うための配車体制の整備があります。 

現在、収集体制については、ステーション収集方式で行っていますが、カラスなど

の動物によるごみ散乱被害、排出時間・収集日や分別区分等を守らない排出ルール違

反が見受けられるなどの問題があります。 
これらの問題の解消に向けて、収集体制の見直しが必要となっています。 
また、収集車両については、環境への影響を極力抑えたクリーンエネルギー自動車

の導入を促進し、収集時の環境負荷の低減を図っていく必要があります。 
 

 
３. 処理・処分段階 

 

 処理・処分での市の役割としては、資源循環型社会の構築に向けた必要な施策を踏

まえ、中長期的なごみの発生量および質の変化に即して適切な処理を行うことができ

る体制を整備するとともに、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、

それでもなお残ったものについては適正に処分するなど、適正処理の確保があります。 

 

⑴ 中間処理段階 
市内には２か所の焼却処理施設と圧縮梱包処理施設および資源選別処理施設が各

１施設あり、いずれも稼動から 15 年以上が経過し老朽化が進んでいます。排出され

るごみを安定的かつ効率的に処理するためには、処理施設を計画的に整備する必要が

あります。 
特に、クリーンセンターについては、昭和 55年の稼動開始後、すでに 33 年が経過



12 
 

することから、今後の焼却処理体制の検討が必要となっています。 
また、中間処理においては、引き続き適正に処理するとともに、ごみの処理・処分

の各段階での環境負荷の低減に向けた取り組みが求められています。 
このため、ごみの中に含まれている資源物の回収を向上させ、焼却処理においては

引き続き熱回収による発電や給湯等を行い、熱エネルギーを有効に利用するなど、中

間処理段階での資源の再利用を推進する必要があります。 
なお、粗大ごみについては、現在、家電製品類および金属類は資源リサイクルセン

ター、木製品類は和名ヶ谷クリーンセンター、大型プラスチック製品類は日暮クリー

ンセンターの３施設で処理していますが、中間処理後の残渣物は施設間移動を行って

処理していることから、効率的な処理体制の確立が必要です。 
 
⑵ 最終処分段階 
最終処分を市外・県外の民間事業者に委ねている本市は、さらなるごみの発生抑制

や再使用、容器包装プラスチックおよび焼却残渣等の資源化などの再生利用を含む３

Ｒの取り組みを推進していくことで、可能な限り最終処分量を少なくし、また、安定

した最終処分先の確保に努めることが必要です。 
  
 
４. ごみ処理コスト 

  
平成 24 年度のごみ処理経費は 68 億 8 百万円で、一般会計に占める割合は 5.3％と

なっています。これは、ごみ１t当たりの処理経費が 50,617円となり、市民１人が１

年間に 14,167円を負担していることになります。 

市全体の財政の健全化が求められている中、清掃事業についても一層の効率化、ご

み処理コストの削減に努めていく必要があります。 
 

 
 
 


